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   府中市地域まちづくり条例 

                         平成１５年９月２４日 

                         条 例 第 １ ８ 号 

 

目次 

 第１章 総則（第１条～第６条） 

 第２章 地域別まちづくり方針の策定（第７条～第９条） 

 第２章の２ まちづくりの誘導（第９条の２～第９条の７） 

 第３章 地区計画等の活用（第１０条～第１４条） 

 第４章 大規模土地取引行為の届出（第１５条・第１６条） 

 第５章 開発事業等の手続 

  第１節 開発事業の手続（第１７条～第２２条） 

  第２節 大規模開発事業の手続（第２３条～第２９条） 

第３節 墓地の設置の手続（第２９条の２・第２９条の３） 

 第５章の２ まちづくり活動の支援（第２９条の４） 

 第６章 雑則（第３０条～第３４条） 

 付 則 

   第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この条例は、都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下「法」とい 

 う。）第１８条の２の規定に基づき定める府中都市計画に関する基本的な方針 

 （以下「まちづくり方針」という。）の実現を図るために必要な事項を定め、 

 市、市民及び事業者の協働により、地域の特性を生かした住みよいまちづくり 

 を実現することを目的とする。 

 （用語の定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、法、建築基準法（昭和２５年法律第 

 ２０１号）及び建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）の例による。 

２ この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定 

 めるところによる。 
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 (1) 地域 市内において、歴史的、文化的又は地理的につながりを持つ一定の 

  区域をいう。 

 (2) 市民 市内に住所を有する者、市内に勤務し、又は在学する者及び市内の 

  土地又は建築物に関して権利を有する者又は利害関係を有する者をいう。 

 (3) 事業者 開発事業に係る工事の請負契約の注文者又は請負契約によらない 

  で、自らその工事を行う者をいう。 

 (4) 開発事業 法第４条第１２項に規定する開発行為及び建築基準法第２条第 

  １３号に規定する建築をいう。 

 (5) 近隣住民 府中市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条 

  例（平成６年１２月府中市条例第２９号。以下「紛争予防条例」という。）第 

  ２条第４号に規定する関係住民、開発事業を行おうとする区域（以下「開発 

  区域」という。）の敷地境界線から水平距離が２０メートル以内の範囲におい

て、土地又は建築物に関して権利を有する者及び規則で定める者をいう。 

 （市の責務） 

第３条 市は、まちづくり方針に基づき、市民の意見を聴いて、地域の特性を生 

 かした住みよいまちづくりを推進するための方針を策定するとともに、これを 

 具体化するための施策を実施するものとする。 

２ 市は、市民に対し、まちづくりに関する情報を提供するとともに、市民の主 

 体的なまちづくり活動の支援に努めなければならない。 

３ 市は、事業者に対し、地域の特性を生かした住みよいまちづくりを推進する 

 ために必要な助言及び指導を行うものとする。 

 （市民の責務） 

第４条 市民は、自らの創意と工夫により、地域の特性を生かした住みよいまち 

 づくりの実現に努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。 

 （事業者の責務） 

第５条 事業者は、地域の特性を生かした住みよいまちづくりの実現に貢献する 

 とともに、市が実施する施策に積極的に協力しなければならない。 

 （地区計画等、建築協定等の活用） 

第６条 市長、市民及び事業者は、相互の理解と協力の下に、地域の特性を生か 
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 した住みよいまちづくりを推進するため、地区計画等、建築協定、府中市景観 

 条例（平成１９年１２月府中市条例第２３号）第１４条に規定する景観協定等 

 の制度を活用するよう努めなければならない。 

   第２章 地域別まちづくり方針の策定 

 （地域別まちづくり方針の策定） 

第７条 市長は、まちづくり方針に基づき、地域の特性を生かした住みよいまち 

 づくりを推進するため、地域別まちづくり方針を策定するものとする。 

２ 地域別まちづくり方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 

 (1) 地域の将来像及びまちづくりの目標 

 (2) 地域の将来像及びまちづくりの目標の実現に向けての基本方針 

 (3) その他地域のまちづくりの推進に当たって必要な事項 

 （地域別まちづくり方針の策定手続） 

第８条 市長は、地域別まちづくり方針を策定するに当たっては、市民の意見を 

 反映させるため、懇談会の開催等必要な措置を講ずるものとする。 

２ 市長は、地域別まちづくり方針を策定したときは、速やかにこれを公表しな 

 ければならない。 

３ 前２項の規定は、地域別まちづくり方針の変更について準用する。 

 （地域別まちづくり方針の策定に係る市民参加） 

第９条 市民は、市長に対し、規則で定めるところにより、地域別まちづくり方 

 針の案となるべき事項を提案することができる。 

２ 市長は、前項の規定による提案があったときは、当該提案の内容を地域別ま 

 ちづくり方針に反映させるよう努めなければならない。 

第２章の２ まちづくりの誘導 

（誘導地区の指定） 

第９条の２ 市長は、規則で定める地区において、まちづくりを誘導する必要が

あると認めるときは、当該地区をまちづくり誘導地区（以下「誘導地区」とい

う。）として指定することができる。 

２ 市長は、誘導地区の指定に当たっては、説明会の開催その他必要な措置を講

ずるとともに、あらかじめ府中市土地利用景観調整審査会（第３３条を除き、
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以下「審査会」という。）の意見を聴かなければならない。 

３ 市長は、誘導地区を指定したときは、速やかにこれを公告しなければならな

い。 

４ 前２項の規定は、誘導地区の指定の変更又は取消しについて準用する。 

 （誘導計画） 

第９条の３ 市長は、誘導地区を指定しようとするとき、又は指定したときは、

当該地区におけるまちづくり誘導計画（以下「誘導計画」という。）を策定する

ものとする。 

２ 誘導計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。 

(1) 名称、位置及び区域 

(2) 目標及び方針 

(3) 前２号に掲げるもののほか、まちづくりに関し市長が必要と認める事項 

 （誘導計画の策定手続） 

第９条の４ 市長は、誘導計画を策定しようとするときは、あらかじめ次に掲げ

る事項を公告し、当該誘導計画の案を当該公告の日の翌日から起算して２週間、

公衆の縦覧に供しなければならない。 

(1) 名称、位置及び区域 

(2) 縦覧場所 

２ 市長は、前項に規定するもののほか、必要があると認めるときは、説明会の

開催その他当該区域の住民又は利害関係人の意見を反映させるために必要な措

置を講ずるものとする。 

３ 第１項の規定により公衆の縦覧に供された誘導計画の案に対する意見の提出

方法は、縦覧開始の日から起算して３週間を経過する日までに、意見書を市長

に提出して行うものとする。 

４ 市長は、誘導計画の策定に当たっては、前項の意見書及び意見書への見解書

を付して、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。 

 （誘導計画の策定） 

第９条の５ 市長は、誘導計画を策定したときは、速やかにその旨を公告すると

ともに、公衆の縦覧に供しなければならない。 
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 （誘導計画の変更の場合の準用） 

第９条の６ 前２条の規定は、誘導計画の変更について準用する。 

 （開発事業における誘導計画の遵守） 

第９条の７ 第１７条第１項各号に掲げる開発事業のいずれかを行おうとする事

業者は、誘導計画が定められた誘導地区内において開発事業を行うときは、当

該誘導計画の内容を遵守しなければならない。 

   第３章 地区計画等の活用 

 （地区計画等の案の作成手続等） 

第１０条 法第１６条第２項の規定に基づく地区計画等の案の内容となるべき事 

 項（以下「地区計画等の原案」という。）の提示方法及び意見の提出方法並びに 

 同条第３項の規定に基づく地区計画等に関する都市計画の決定若しくは変更又 

 は地区計画等の原案を申し出る方法については、この章に定めるところによる。 

 （地区計画等の原案の申出等） 

第１１条 市民は、法第１６条第３項の規定に基づき、地区計画等に関する都市 

 計画の決定若しくは変更又は地区計画等の原案を市長に申し出ることができ 

 る。 

２ 市民は、前項の規定による申出を行う場合においては、規則で定めるところ 

 により、地区計画等の種類、名称、位置、区域及び内容を記載した書面並びに 

 その他必要な書類を市長に提出しなければならない。 

３ 市長は、第１項の規定による申出を行おうとする市民に対して、地区計画等 

 に係る情報の提供その他必要な支援を行うものとする。 

 （地区計画等の原案の提示方法） 

第１２条 市長は、地区計画等の案を作成しようとする場合においては、あらか 

 じめ次に掲げる事項を公告し、当該地区計画等の原案を当該公告の日の翌日か 

 ら起算して２週間、公衆の縦覧に供しなければならない。 

 (1) 地区計画等の原案のうち、種類、名称、位置及び区域 

 (2) 縦覧場所  

 （説明会の開催等） 

第１３条 市長は、前条に規定するもののほか、地区計画等の原案の提示につい 



- 6 - 

 て必要があると認めるときは、説明会の開催等の措置を講ずるものとする。 

 （地区計画等の原案に対する意見の提出方法） 

第１４条 第１２条の規定により公衆の縦覧に供された地区計画等の原案に対 

 する意見の提出方法は、縦覧開始の日から起算して３週間を経過する日までに、 

 意見書を市長に提出して行うものとする。 

   第４章 大規模土地取引行為の届出 

 （大規模土地取引行為の届出） 

第１５条 ５，０００平方メートル以上の土地に関する所有権、地上権若しくは 

 賃借権又はこれらの権利の取得を目的とする権利（以下「土地に関する権利」 

 という。）の移転又は設定（対価を得て行われる移転又は設定に限る。）を行う 

 契約（予約を含む。以下「大規模土地取引行為」という。）を締結して土地に関 

 する権利を移転しようとする者は、大規模土地取引行為の日の６月前までに、 

 規則で定めるところにより、その内容を市長に届け出なければならない。 

 （大規模土地取引行為の届出に対する助言） 

第１６条 市長は、前条の規定による届出があった場合は、まちづくり方針及び 

 地域別まちづくり方針に照らし、当該届出に係る事項について助言を行うこと 

 ができる。 

２ 市長は、前項の助言を行おうとする場合は、審査会の意見を聴かなければな

らない。 

   第５章 開発事業等の手続 

    第１節 開発事業の手続 

 （開発基準の遵守等） 

第１７条 次の各号に掲げる開発事業のいずれかを行おうとする事業者（以下「開 

 発事業者」という。）は、市長が別に定める基準により公共施設及び公益的施設 

 を設置するとともに、当該開発事業の施行に関し、必要な事項を遵守するもの 

 とする。 

 (1) 法第２９条第１項の規定による許可を必要とする開発行為 

 (2) 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域の地域内における 

  軒高７メートルを超える建築物又は地上３階以上の建築物（一戸建ての住宅 
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  及び２戸で形成された長屋は除く。）の建築 

 (3) 第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域以外の地域内におけ 

  る高さ１０メートルを超える建築物（一戸建ての住宅及び２戸で形成された 

  長屋は除く。）の建築 

 (4) １０戸を超える集合住宅（２戸以上で形成された住宅で、共同住宅、長屋、 

  寮、寄宿舎又は下宿その他これらに類するものをいう。）の建築 

 (5) 延べ面積が１，５００平方メートルを超える特殊建築物の建築 

２ 開発事業者は、前項の規定による開発事業を行おうとするときは、あらかじ 

 め規則で定める事前協議書（次項において「事前協議書」という。）を市長に提 

出し、事前協議をしなければならない。 

３ 事前協議書は、法第２９条第１項の規定による許可、建築基準法第６条第１ 

項及び第６条の２第１項の規定による確認その他これらに類する法令に基づく 

許可等の申請を行う前に提出しなければならない。 

４ 第１項各号に掲げる開発事業に該当しない開発事業であっても、同一敷地等 

 一体的利用がなされていた土地、所有者が同一であり、若しくは同一であった 

 土地又は隣接した土地において同時に又は引き続いて行う開発事業であって、 

 全体として一体的な土地の利用をし、又は一体的な土地の造成を行うことが見 

 込まれるものについては、これらの開発事業は一の開発事業とみなして前３項 

 の規定を適用する。 

（開発事業まちづくり配慮指針等） 

第１７条の２ 市長は、前条第１項各号に掲げる開発事業が周辺地域の生活環境

等に及ぼす影響をかんがみ、開発事業者が開発事業に当たって特に配慮すべき

事項を開発事業まちづくり配慮指針（以下「まちづくり配慮指針」という。）と

して定めるものとする。 

２ 市長は、まちづくり配慮指針を定めたとき、又は変更したときは、速やかに

これを公表するものとする。 

３ 開発事業者は、まちづくり配慮指針に基づき、周辺地域と調和した良好な環

境が形成されるよう必要な措置を自ら積極的に講じなければならない。 

 （近隣住民への周知） 
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第１８条 開発事業者は、規則で定めるところにより、開発区域内の道路に面し 

 た箇所その他公衆の見やすい位置に標識を設置しなければならない。 

２ 開発事業者は、前項の規定により標識を設置したときは、速やかに市長に届 

 け出なければならない。 

３ 開発事業者は、近隣住民に対し、説明会等の方法により当該開発事業の事業 

 計画及び工事計画について説明し、十分に話合いを行い、その理解を得るよう 

 努めなければならない。 

４ 開発事業者は、前項の規定による説明を行ったときは、速やかに市長に届け 

 出なければならない。 

５ 開発事業者は、第３項に規定するもののほか、近隣住民からの申出があった 

 ときは、当該開発事業の事業計画及び工事計画について、説明会等の方法によ 

 り、近隣住民に説明しなければならない。 

６ 市長は、必要があると認めるときは、開発事業者に対し、前項の規定による 

 説明会等の内容について報告を求めることができる。 

７ 前各項の規定にかかわらず、開発事業のうち、建築基準法第２条第１３号に 

 基づく建築を行う場合において、紛争予防条例第２条第１号に掲げる中高層建 

 築物を建築しようとするときは、紛争予防条例の規定の例による。 

 （協定の締結等） 

第１９条 市長及び開発事業者は、第１７条第２項の規定による事前協議がすべ 

 て調った場合は、速やかに当該事前協議の内容について協定を締結するものと 

 する。 

２ 開発事業者は、前項の協定の内容について変更が生じたときは、速やかにそ 

 の旨を市長に届け出て、市長と協議しなければならない。 

３ 第１項の規定は、前項の規定による協議の結果、既に締結した協定の内容を 

 変更する場合について準用する。 

 （工事着手の制限） 

第２０条 開発事業者及び工事施行者は、前条第１項の協定を締結した日以後に、 

 開発事業に関する工事に着手するものとする。 

 （工事着手の届出） 
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第２１条 開発事業者は、開発事業に関する工事に着手しようとするときは、あ 

 らかじめ規則で定める工事着手届を市長に提出しなければならない。 

 （工事完了の届出等） 

第２２条 開発事業者は、開発事業に関する工事が完了したときは、速やかに規 

 則で定める工事完了届を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく工事が第１９条第 

 １項の規定により締結した協定の内容に適合しているかどうかを確認しなけれ 

 ばならない。 

３ 市長は、前項の確認の結果、第１９条第１項の規定により締結した協定の内 

 容に適合していない箇所があると認めるときは、開発事業者に対し、当該箇所 

 を是正するよう指導するものとする。 

    第２節 大規模開発事業の手続 

 （土地利用構想の届出等） 

第２３条 次の各号に掲げる開発事業（以下「大規模開発事業」という。）のいず 

 れかを行おうとする者（以下「大規模開発事業者」という。）は、あらかじめ市 

 長と協議しなければならない。 

 (1) 開発区域の面積が５，０００平方メートル以上のもの 

 (2) １００戸以上の集合住宅又は延べ面積が１０，０００平方メートル以上の 

  建築物の建築 

２ 大規模開発事業者は、前項の規定による協議をしようとするときは、規則で 

 定める大規模開発事業に係る基本事項を記載した土地利用構想を市長に届け出 

 なければならない。 

３ 前項の土地利用構想は、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める 

 時期までに届け出るものとする。 

 (1) 大規模土地取引行為を経て第１項第１号に該当する大規模開発事業を行う 

  場合 当該大規模土地取引行為により土地に関する権利を移転する日の３月 

  前までであって、かつ、当該大規模開発事業に係る事業計画の変更が可能な 

  時期 

 (2) 大規模土地取引行為を経ないで第１項第１号に該当する大規模開発事業を 
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  行う場合 当該大規模開発事業に係る事業計画の変更が可能な時期 

 (3) 大規模土地取引行為を経ないで第１項第２号に該当する大規模開発事業を 

  行う場合  

  ア 当該大規模開発事業に係る土地に関する権利の移転又は設定（対価を得 

   て行われる移転又は設定に限る。）を行う契約（予約を含む。）を伴うとき。 

    当該契約を締結する日の３月前までであって、かつ、当該大規模開発事 

   業に係る事業計画の変更が可能な時期 

  イ 当該大規模開発事業に係る土地に関する権利の移転又は設定（対価を得 

   て行われる移転又は設定に限る。）を行う契約（予約を含む。）を伴わない 

   とき。 当該大規模開発事業に係る事業計画の変更が可能な時期 

 （土地利用構想の公開等） 

第２４条 市長は、前条の規定による土地利用構想の届出があったときは、速や 

 かにその旨を公告するとともに、当該公告の日の翌日から起算して３週間、土 

 地利用構想の写しを公衆の縦覧に供するものとする。 

２ 大規模開発事業者は、前項に規定する期間内に、前条の規定により届け出た 

 土地利用構想を同条の規定により届け出た開発区域の周辺の市民に周知させる 

 ための説明会を開催しなければならない。 

３ 大規模開発事業者は、前項の説明会を開催したときは、開催日の翌日から起 

 算して１週間以内に、当該説明会の開催状況、結果等について、市長に報告し 

 なければならない。 

 （意見書の提出等） 

第２５条 大規模開発事業について地域の特性を生かした住みよいまちづくりの 

 推進を図る見地からの意見を有する者は、前条第１項に規定する公告の日の翌 

 日から起算して４週間を経過する日までに、市長に対し、意見書を提出するこ 

 とができる。 

２ 市長は、前項の規定による意見書の提出があったときは、同項に規定する期

間満了後速やかに、当該意見書の写しを大規模開発事業者に送付するものとす

る。 

 （見解書の提出等） 
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第２６条 大規模開発事業者は、前条第２項の規定による意見書の写しの送付を 

 受けたときは、当該意見書に記載された意見に対する見解を記載した書面（以 

 下「見解書」という。）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による見解書の提出があったときは、速やかにその旨を 

 公告するとともに、当該公告の日の翌日から起算して２週間、当該見解書の写 

 し及び当該意見書の写しを公衆の縦覧に供しなければならない。 

 （公聴会の開催等） 

第２７条 市長は、第２４条第３項の規定による報告、第２５条第１項の意見書 

 又は前条第１項の見解書の内容を考慮し、必要があると認めるときは、公聴会 

 を開催することができる。 

２ 大規模開発事業者は、前項の公聴会に出席して意見を述べるよう市長から要 

 請されたときは、これに応じなければならない。 

３ 前２項に定めるもののほか、公聴会の開催方法等について必要な事項は、規 

 則で定める。 

 （土地利用構想の変更の届出） 

第２８条 大規模開発事業者は、第２３条第２項の規定により届け出た土地利用 

 構想に変更が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。 

２ 市長は、第２４条から前条までの規定による手続の全部又は一部を経た土地 

 利用構想につき前項の規定による届出があった場合において、変更の程度が著 

 しいと認めるとき、又は当該変更後の土地利用構想がまちづくり方針若しくは 

 地域別まちづくり方針に適合しないと認めるときは、大規模開発事業者に対し、 

 改めて第２４条から前条までの規定による手続の全部又は一部を経るよう求 

 めることができる。 

 （助言又は指導） 

第２９条 市長は、第２３条第２項の規定による土地利用構想の届出があった場 

 合において、当該土地利用構想がまちづくり方針又は地域別まちづくり方針に 

 適合していないと認めるときは、当該土地利用構想を届け出た大規模開発事業 

 者に対し、当該土地利用構想をまちづくり方針及び地域別まちづくり方針に適 

 合させるために必要な助言又は指導を行うことができる。 
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２ 市長は、前項の助言又は指導を行うに当たっては、審査会の意見を聴くこと 

 ができる。 

第３節 墓地の設置の手続 

(墓地の設置に係る事前協議) 

第２９条の２ 墓地、埋葬等に関する法律（昭和２３年法律第４８号）第２条第

５項に規定する墓地（以下「墓地」という。）を設置しようとする者は、規則で

定めるところにより、市長と事前協議をしなければならない。  

２ 市長は、あらかじめ市の区域内における墓地の設置に関する基本的な考え方

を定め、これをもって前項の事前協議に応じるものとする。 

(大規模墓地事業者による市民の意見聴取等の実施義務等) 

第２９条の３ 面積が２,０００平方メートル以上の墓地を設置しようとする者

（以下「大規模墓地事業者」という。)は、当該墓地の設置がその設置をしよう

とする区域の周辺のまちづくりに与える影響を把握するとともに、その影響の

内容を踏まえ、当該区域の周辺の市民に対して墓地の設置に係る適切な対応を

図るため、市民の意見聴取、市民への説明等（以下「市民の意見聴取等」とい

う。）を実施しなければならない。 

２ 大規模墓地事業者は、市民の意見聴取等を実施しようとするときは、規則で

定めるところにより、墓地の設置に係る基本事項を記載した土地利用構想を市

長に届け出なければならない。 

３ 市長は、大規模墓地事業者による市民の意見聴取等が円滑かつ着実に実施さ

れるために必要な措置を講ずるものとする。 

４ 第２４条から第２８条までの規定は、前３項の場合について準用する。この

場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

第２４条第１項 前条 第２９条の３第２項 

第２４条第２項 大規模開発事業者 大規模墓地事業者 

前項 第２９条の３第４項にお

いて準用する前項 

前条 第２９条の３第２項 
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同条 同項 

開発区域 墓地を設置しようとする

区域 

第２４条第３項 大規模開発事業者 大規模墓地事業者 

前項 第２９条の３第４項にお

いて準用する前項 

第２５条第１項 大規模開発事業 面積が２，０００平方メ

ートル以上の墓地の設置 

前条第１項 第２９条の３第４項にお

いて準用する前条第１項 

第２５条第２項 前項 第２９条の３第４項にお

いて準用する前項 

大規模開発事業者 大規模墓地事業者 

第２６条第１項 大規模開発事業者 大規模墓地事業者 

前条第２項 第２９条の３第４項にお

いて準用する前条第２項 

第２６条第２項 前項 第２９条の３第４項にお

いて準用する前項 

第２７条第１項 第２４条第３項 第２９条の３第４項にお

いて準用する第２４条第

３項 

 第２５条第１項 第２９条の３第４項にお

いて準用する第２５条第

１項 

前条第１項 第２９条の３第４項にお

いて準用する前条第１項 

第２７条第２項 大規模開発事業者 大規模墓地事業者 

前項 第２９条の３第４項にお

いて準用する前項 

第２７条第３項 前２項 第２９条の３第４項にお

いて準用する前２項 

第２８条第１項 大規模開発事業者 大規模墓地事業者 
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第２３条第２項 第２９条の３第２項 

第２８条第２項 第２４条から前条まで 第２９条の３第４項にお

いて準用する第２４条か

ら前条まで 

前項 第２９条の３第４項にお

いて準用する前項 

大規模開発事業者 大規模墓地事業者 

第５章の２ まちづくり活動の支援 

（まちづくり活動団体への助成等） 

第２９条の４ 市長は、市民の主体的なまちづくり活動を推進するために必要が

あると認めるときは、当該活動を行う団体に対し、当該活動に要する経費の一

部の助成、専門家の派遣その他のまちづくり活動に関する支援を行うことがで

きる。 

   第６章 雑則 

 （勧告） 

第３０条 市長は、開発事業者、大規模土地取引行為により土地に関する権利 

 を移転しようとする者又は大規模墓地事業者（以下「開発事業者等」という。）

が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該開発事業者等に対し、期限を定

めて、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。 

 (1) 第１５条の規定による大規模土地取引行為の届出をしないとき。 

 (2) 第１７条第２項の規定による事前協議書の提出をしないとき。 

 (3) 第１８条第１項若しくは第２項の規定による標識の設置等、同条第３項若 

  しくは第５項の規定による近隣住民への説明又は同条第４項の規定による届 

  出をしないとき。 

 (4) 第１９条第１項の規定による協定の締結又は同条第２項の規定による協定 

  の変更の届出をしないとき。 

 (5) 第２０条の規定に違反して工事に着手したとき。 

 (6) 第２１条の規定による工事着手届の提出をしないとき。 

 (7) 第２２条第１項の規定による工事完了届の提出又は同条第３項の規定によ 



- 15 - 

  る指導に従わないとき。 

 (8) 第２３条第２項又は第２９条の３第２項の規定による土地利用構想の届出

をしないとき。 

 (9) 第２４条第２項（第２９条の３第４項において準用する場合を含む。）の

規定による説明会の開催又は同条第３項（第２９条の３第４項において準用

する場合を含む。）の規定による報告をしないとき。 

 (10) 第２６条第１項（第２９条の３第４項において準用する場合を含む。）の

規定による見解書の提出をしないとき。 

 (11) 第２７条第２項（第２９条の３第４項において準用する場合を含む。）の

規定による要請に応じないとき。 

 (12) 第２８条第１項（第２９条の３第４項において準用する場合を含む。）の

規定による土地利用構想の変更の届出をしないとき。 

 (13) 第２９条第１項の規定による指導に従わないとき。 

２ 市長は、前項の規定による勧告を行うに当たっては、審査会の意見を聴くこ 

 とができる。 

 （公表） 

第３１条 市長は、開発事業者等が、前条第１項の規定による勧告に従わない場 

 合は、当該開発事業者等に対し、意見を述べる機会を与えた上で、氏名等、勧 

 告の内容及び当該勧告に対する開発事業者等の対応の内容を公表することがで 

 きる。 

２ 市長は、前項の規定による公表をしようとする場合は、審査会の意見を聴か 

 なければならない。 

 （適用除外） 

第３２条 第１７条から第２９条の３までの規定は、次に掲げる開発事業につい

ては、適用しない。 

 (1) 都市計画事業 

 (2) 市街地開発事業 

 (3) 国又は地方公共団体その他これらに準ずる法人が行う開発事業で、計画的 

  な土地利用が行われると市長が認めるもの 
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 (4) 災害時に必要な応急措置として行われるもの 

 (5) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で市長が認めるもの 

 （府中市土地利用景観調整審査会） 

第３３条 市長の附属機関として、府中市土地利用景観調整審査会（以下この条

において「審査会」という。）を設置する。 

２ 審査会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査し、及び審議す

るほか、当該事項について市長に建議することができる。 

(1) 第９条の２第１項に規定する誘導地区の指定に係る事項 

  (2) 第９条の３第１項に規定する誘導計画の策定に係る事項 

 (3) 第１６条第１項に規定する大規模土地取引行為の届出に対する助言に係る 

  事項 

 (4) 第２９条第１項に規定する大規模開発事業者に対する助言又は指導に係る 

  事項 

 (5) 第３０条第１項に規定する勧告に係る事項 

 (6) 第３１条第１項に規定する公表に係る事項 

３ 審査会は、委員７人以内で組織する。 

４ 委員の任期は２年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただ 

 し、再任は妨げない。 

５ 市長は、特定の専門分野に関する事項を調査させるため必要があると認める

ときは、審査会に専門調査員を置くことができる。 

６ 審査会は、複数の専門分野に関する事項を調査審議させるため必要があると

きは、専門部会を置くことができる。 

７ 専門部会は、審査会の委員及び専門調査員のうちから審査会が指名する者を

もって組織する。 

８ 前各項に掲げるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規 

 則で定める。 

 （委任） 

第３４条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

   付 則 
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 （施行期日） 

１ この条例は、平成１６年１月１日から施行する。 

 （府中市地区計画等の案の作成手続に関する条例の廃止） 

２ 府中市地区計画等の案の作成手続に関する条例（昭和６０年１２月府中市条 

 例第３８号）は、廃止する。 

 （非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

３ 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年１２月 

 府中市条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

  別表第１生涯学習審議会委員の項の次に次のように加える。 

土 地 利 用 調 整 審 査 会 委 員  日額   １８，０００円  

 （府中市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例の一部改正） 

４ 府中市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例の一部を次 

 のように改正する。 

  第１７条中「市長は、」の次に「第６条の規定による標識の設置等を行わない 

 とき、第７条の規定による説明等を行わないとき、又は」を加え、「出頭」を「出 

 頭を求め、」に、「又は前条」を「若しくは前条」に、「又は要請」を「若しくは 

 要請」に改める。 

   付 則（平成１８年１２月２６日条例第３１号） 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成１９年４月１日から施行する。 

 （適用対象となる開発事業） 

２ この条例による改正後の府中市地域まちづくり条例（以下「新条例」という。）

第１７条の２の規定は、新条例第１７条第１項各号に掲げる開発事業のうち、

この条例の施行の日以後に新条例第１９条第１項に規定する協定を締結するも

のから適用する。 

   付 則（平成１９年１２月２５日条例第２３号抄） 

 この条例は、平成２０年４月１日から施行する。 

   付 則（平成２３年３月１８日条例第５号抄） 

 （施行期日） 
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１ この条例は、平成２３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際、第１条の規定による改正後の府中市地域まちづくり条 

 例（以下この項及び事項において「新地域まちづくり条例」という。）第１７条

第１項第６号の墓地の設置を行おうとする事業者が既に墓地等の構造設備及び

管理の基準等に関する条例（昭和５９年東京都条例第１２５号）第１６条第１

項の規定により標識を設置している場合にあっては、当該事業者に対しては、

新地域まちづくり条例第５章第１節の規定は、適用しない。 

３ この条例の施行の際、現に事業者が新地域まちづくり条例第２３条第１項第

１号の墓地の設置を行おうとしている場合において、既に新地域まちづくり条

例第２３条第３項に規定する土地利用構想を届け出る時期が経過している場合

にあっては、当該事業者に対しては、新地域まちづくり条例第５章第２節の規

定は、適用しない。 

付 則（平成２４年３月３０日条例第７号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

付 則(平成２６年９月２６日条例第１６号抄) 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２７年１月１日から施行する。 

 （非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

２ 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年１２月

府中市条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

  別表第１中 

 「 

土 地 利 用 調 整 審 査 会 委 員 日額  １８，０００円 

                                   」 

 を 

 「 

土地利用景観調整審査会委員 会 長 日額  ２４，０００円 
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委 員 日額  ２０，０００円 

土地利用景観調整審査会専門調査員 日額  ２０，０００円 

                                   」 

 に改め、 

 「 

景 観 審 議 会 委 員 日額  １２，０００円 

景 観 審 議 会 専 門 委 員 日額  １２，０００円 

                                   」 

を削る。 


